
会議等報告書 

件 名 令和３年度第４回東大和市交通安全対策審議会 会議録 

日 時 
令和４年１月１４日（金）  

１０：００～１０：２４ 
会 場 市役所会議棟１階 第１・２会議室 

出席者 下記のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者等      

 市:尾崎市長、田辺都市建設部長、寺島土木課長、北村主査、清野主任 

 出席委員：７人 

湯沢仁、池田政次、宮崎光男 

関田正民、植木修、久森信、平井通善 

 欠席委員：國吉隆子、齊藤希、須藤健一 

 会議の種別：公開 

傍聴者:なし 

 

≪司会進行 湯沢会長≫ 

会議次第に沿って進行 

 

１. 議題 

（１）パブリックコメントの実施結果 

   北村主査が、パブリックコメントの実施結果について説明。 

 

（質疑なし） 

 

（２）東大和市交通安全計画について 

   北村主査が、東大和市交通安全計画案について、前回の審議会からの修

正点について説明。 

（質疑なし） 

 

２．答申について 

（１）会長が、これをもって東大和市交通安全計画についての答申とすること

への異議について確認し、異議がなく、答申について決定した。 

 

（２）市長への答申書の内容を確認し、異議がなく、答申書の内容を確定した。 

 

 これをもって東大和市交通安全対策審議会に諮問された全ての審議が終了し

た。 

 

～休憩を挟み、尾崎市長が到着～ 

 

 湯沢会長が答申を読み上げ、尾崎市長へ手渡した。 

 

【尾崎市長】 

 答申受領後、尾崎市長より審議会委員に対して、お礼が述べられた。 

 

 以上をもって閉会となった。 

 

 

 



 

令和３年度第４回東大和市交通安全対策審議会次第 

 

令和４年１月１４日（金）午前１０時００分～ 

東大和市役所会議棟１階 第１・２会議室 

    

 

 

１ 議 題 

 

（１）パブリックコメントの結果について 

 

（２）東大和市交通安全計画（案）について 

 

 

 



                           令和４年１月１４日（金） 

                           令和３年度第４回 

東大和市交通安全対策審議会 
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都市建設部土木課交通安全対策係 

  



目  次 

 

 

 

   

東大和市交通安全計画（案）修正箇所           １頁 

 

 

答申書（写）                      ２頁 

   

 

<別添> 

 

東大和市交通安全計画（案）               １冊 

 

     

 



1 

 

東大和市交通安全計画（案）修正箇所 
 

１ 前回の審議会での意見による修正 

 

 

（１）１６ページ 

 

(４) 自転車用ヘルメットの着用の推進 

警察署や関係機関等と連携し、保護者等に対して自転車の幼児用座席に子どもを

乗車させる危険性を周知するとともに、幼児用ヘルメットの着用など、安全対策の必要

性についての広報啓発活動を推進する。 

 

(４) 自転車用ヘルメットの着用の推進 

警察署や関係機関等と連携し、保護者等に対して自転車の幼児用座席に子どもを

乗車させる危険性を周知するとともに、全ての自転車利用者が、自転車用ヘルメットの

着用に努めるよう、安全対策の必要性について広報啓発活動を推進する。 

 

 

 

（２）２６ページ 

 

(６) 自転車用ヘルメットの着用推進 

   子どもを自転車の転倒事故から守るために、ヘルメットの着用の必要性について広

報啓発活動を行い、着用を推進する。 

 

(６) 自転車用ヘルメットの着用推進 

   全ての自転車利用者を自転車の転倒事故から守るために、自転車用ヘルメット着

用の必要性について広報啓発活動を行い、着用を推進する。 

 

 



○写  
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                              大 交 審 収 第 １ 号 

令和４年１月１４日  

 

東大和市長 

尾 崎  保 夫  様 

 

東大和市交通安全対策審議会 

会  長  湯  沢   仁 

 

 

東大和市交通安全計画の策定について（答申） 

 

令和３年５月１７日付大都土発第８号をもって諮問のあったこのことについて、多方面

から慎重な審議を重ね、別添のとおり「東大和市交通安全計画（案）」を取りまとめたので

答申する。 

 なお、東大和市交通安全計画の策定と推進にあたっては、下記の事項に留意されることを

希望する。 

 

記 

 

１ 東大和市交通安全計画の策定と推進について 

  

東大和市内における交通安全対策の推進にあたっては、子どもと高齢者、また自転車の 

安全利用に対する機運の高まりなどに敏感に対応し、歩行者、自転車利用者、自動車の運 

転者など、それぞれの立場に応じた幅広く、きめ細かい交通安全教育を実施することが望 

まれる。 

  また、安全で円滑な交通社会の実現には、地域の交通状況等に応じた道路交通環境の整 

備等が不可欠である。 

  交通安全意識の向上と道路交通環境の整備等は、いわば車両の両輪であり、双方が向上 

することにより、交通事故のない交通安全都市の実現が叶うものである。 

  この度、取りまとめた計画案に基づいた東大和市交通安全計画を策定し、交通安全教育、 

道路交通環境の整備等を継続的、計画的に推進していくことを希望するものである。 


